
に
お
い
て
「
ス
マ
ホ
相
談
窓
口
」
を
開
設
し

て
い
た
だ
き
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
操
作
方

法
や
困
り
ご
と
の
相
談
を
受
け
て
い
た
だ
け

る
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

▼
事
業
実
施
期
間

　
令
和
７
年
４
月
～
令
和
８
年
３
月
末
日

▼
応
募
団
体
の
要
件

　
応
募
対
象
団
体
と
は
、
次
の
要
件
を
す
べ

て
満
た
し
て
い
る
団
体
に
限
り
ま
す
。

①�

主
た
る
活
動
の
場
が
町
内
に
あ
る
こ
と
。

②�

５
人
以
上
の
構
成
員
を
有
し
、
そ
の
過
半

数
が
町
内
に
在
住
・
在
勤
ま
た
は
在
学
し

て
い
る
方
で
あ
る
こ
と
。

③�

団
体
の
代
表
者
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
会

則
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

④�

提
案
事
業
に
対
し
て
の
知
識
を
有
し
、
住

民
の
方
々
へ
指
導
・
助
言
を
確
実
に
実
施

で
き
る
こ
と
。

※�

団
体
と
は
、「
町
民
活
動
団
体
」
住
民
が

自
由
な
意
思
で
集
ま
り
、
自
ら
立
て
た
規

範
に
従
っ
て
町
民
活
動
を
行
う
団
体
。

※�

行
政
区
や
自
治
会
な
ど
の
一
定
地
域
に
居

住
し
て
い
る
人
々
の
集
団
は
除
く

▼�

事
業
提
案
の
募
集
期
限
　
11
月
７
日
㈭

▼�

必
要
書
類

　
事
業
提
案
書
お
よ
び
事
業
計
画
な
ど
の
提

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は

『
令
和
７
年
度
住
民
協
働
事
業
募
集
要
項
』

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
『
令
和
７
年
度
住
民
協
働
事
業
募
集
要
項
』

お
よ
び『
申
請
書
類
一
式
』は
、町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
政
策
企
画
課
、
利
根
町
文
化
セ
ン

タ
ー
、
利
根
町
図
書
館
、
利
根
町
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
、
布
川
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
に
も
設
置
し
て
お
り
ま
す
。

▼
補
助
対
象
経
費

　

事
業
に
対
す
る
補
助
対
象
経
費
は
、「
報

償
費
」・「
人
件
費
」・「
旅
費
」・「
印
刷
製
本

費
」・「
食
糧
費
」・「
通
信
運
搬
費
」・「
保
険

料
」・「
使
用
料
及
び
賃
借
料
」・「
業
務
委
託

料
」・「
そ
の
他
」
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

各
項
目
に
お
い
て
内
容
に
よ
り
対
象
外
に
な

る
経
費
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
備
品
の
購
入
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
審
査
会

　
提
出
さ
れ
た
事
業
提
案
書
な
ど
に
基
づ
き

『
利
根
町
住
民
協
働
事
業
審
査
会
』
に
て
審

査
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
審
査
に
際
し
、
事
業
提
案
団
体
に

よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い

た
だ
く
予
定
で
す
。

　
審
査
会
で
は
、
事
業
提
案
書
な
ど
の
書
類

審
査
お
よ
び
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の

内
容
に
よ
り
、
事
業
の
採
択
ま
た
は
不
採
択

を
決
定
い
た
し
ま
す
。

▼�

問
い
合
わ
せ

　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
７
）

令
和
７
年
度
利
根
町
住
民
協
働
事
業
（
行
政
提
案
型
事
業
）
を
募
集
し
ま
す

▼
住
民
協
働
事
業
と
は
　

　
こ
れ
ま
で
は
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
行
政
が

提
案
す
る
も
の
」
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
り

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
行
政
が
提
案
し
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
も
あ

り
ま
す
が
住
民
一
人
ひ
と
り
の
思
い
を
形
に

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
課
題
な
ど
に
対
応

で
き
る
住
民
が
主
体
と
な
っ
た
公
共
サ
ー
ビ

ス
提
供
の
仕
組
み
づ
く
り
も
必
要
で
す
。

　
住
民
協
働
事
業
と
は
、
公
共
的
な
課
題
の

解
決
も
し
く
は
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る

事
業
で
、「
自
分
た
ち
な
ら
こ
の
よ
う
な
方

法
で
、よ
り
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
」

と
い
っ
た
住
民
の
皆
さ
ま
か
ら
企
画
立
案
し

て
い
た
だ
く
「
住
民
提
案
型
事
業
」
と
、
町

が
特
定
の
課
題
な
ど
を
提
案
し
た
も
の
に
、

住
民
の
皆
さ
ま
が
企
画
立
案
し
て
取
り
組
ん

で
い
た
だ
く
「
行
政
提
案
型
事
業
」
の
２
種

類
の
提
案
型
事
業
を
い
い
ま
す
。
今
回
募
集

す
る
事
業
は
、「
行
政
提
案
型
事
業
」
に
な

り
ま
す
。提
案
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

▼
町
が
提
案
す
る
事
業

【
ス
マ
ホ
相
談
窓
口
】
の
開
設

　
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
む
に
つ
れ

て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
機

器
は
生
活
に
欠
か
せ
な
い
ツ
ー
ル
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
使
い

方
に
不
慣
れ
な
方
が
、
気
軽
に
相
談
で
き
る

人
が
身
近
に
お
ら
ず
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
恩
恵

を
受
け
ら
れ
ず
取
り
残
さ
れ
て
い
る
状
況
が

見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
地
域

　
町
で
は
、
町
内
に
住
宅
を
新
築
、
建
て
替

え
ま
た
は
建
売
住
宅
（
建
築
基
準
法
に
基
づ

く
建
築
確
認
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
て
い
な

い
住
宅
）
を
購
入
さ
れ
た
方
に
対
し
、
住
宅

取
得
に
要
し
た
費
用
を
、
基
本
25
万
円
、
最

大
55
万
円
ま
で
助
成
し
て
い
ま
す
。

▼�

申
請
期
限　

・
住
宅
取
得
に
伴
う
登
記
の
日
か
ら
１
年
以
内

・
10
月
31
日
㈭

▼�

助
成
金
額
　
25
万
円
（
最
大
55
万
円
）

　
本
助
成
金
の
申
請
に
は
所
定
の
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
広

報
と
ね
５
月
号
」
ま
た
は
「
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ　

　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
３
）

　

�

メ
ー
ル
：chiiki@

tow
n.tone.lg.jp

令
和
６
年
度
利
根
町
新
築

マ
イ
ホ
ー
ム
取
得
助
成
金

暮らしの情報欄

　
令
和
6
年
度
10
月
か
ら
児
童
手
当
の
制
度

が
変
わ
り
ま
す
。

・�

支
給
対
象
年
齢
が
高
校
生
年
代
ま
で
拡
大

・�

所
得
制
限
の
撤
廃

・�

第
3
子
以
降
の
手
当
額
が
増
額

・�

手
当
の
支
払
月
が
偶
数
月
の

年
6
回

詳
し
く
は
こ
ち
ら
↓

▼�

問
い
合
わ
せ
　

　
子
育
て
支
援
課　
子
育
て
支
援
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
３
３
３
）

児
童
手
当
制
度
改
正

町
の
財
政
力
に
つ
い
て

▼�

経
常
収
支
比
率
と
は

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
構
造
の
弾
力
性
を
判

断
す
る
指
標
で
す
。

　
地
方
税
、
地
方
交
付
税
お
よ
び
地
方
譲
与
税

な
ど
の
経
常
的
な
一
般
財
源
が
、
人
件
費
、
扶

助
費
、
公
債
費
な
ど
の
経
常
的
経
費
に
ど
の
程

度
充
当
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
比
率
が
高
い
ほ
ど
財
政
構
造
が
硬
直
化

し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
家
庭
で
例
え
る
な
ら
ば
、
給
料
の
よ
う
に
毎

月
決
ま
っ
て
入
る
収
入
に
対
し
て
、
家
賃
（
住

宅
ロ
ー
ン
）、
食
費
、
光
熱
水
費
な
ど
の
毎
月

必
要
な
支
出
の
割
合
に
な
り
ま
す
。
比
率
が
低

い
ほ
ど
、
娯
楽
や
趣
味
に
使
え
る
お
金
が
増
え

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
地
方
公
共
団
体
で
も
、
財
政
構
造
の
弾
力
性

が
改
善
す
れ
ば
、
独
自
の
施
策
を
実
施
し
や
す

く
な
り
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
決
算
に
お
い
て
は
、
自
立
支
援

給
付
費
な
ど
の
扶
助
費
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ

り
、
前
年
度
と
比
較
し
て
0
・
5
ポ
イ
ン
ト
増

加
し
ま
し
た
。

▼�

財
政
力
指
数
と
は

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
力
を
示
す
指
標
で
す
。

　
基
準
財
政
収
入
額
（
普
通
交
付
税
を
算
定
す

る
た
め
に
、
標
準
的
な
状
態
で
徴
収
が
見
込
ま

れ
る
税
収
入
な
ど
を
一
定
の
方
法
に
よ
り
計
算

し
た
地
方
公
共
団
体
の
収
入
額
）
を
基
準
財
政

需
要
額
（
同
じ
く
普
通
交
付
税
を
算
定
す
る
た

め
に
、
地
方
公
共
団
体
が
合
理
的
か
つ
標
準
的

な
水
準
の
行
政
を
行
い
、
ま
た
施
設
を
維
持
す

る
た
め
の
需
要
額
を
一
定
の
方
法
に
よ
り
計
算

し
た
額
）
で
割
っ
た
数
値
の
過
去
３
カ
年
の
平

▼�

財
政
健
全
化
判
断
比
率
と
は

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
は
財
政

の
健
全
性
に
関
す
る
比
率
を
公
表
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
各
比
率
が
早
期
健
全
化
基
準
値
を
超
え
た
場

合
は
、
財
政
健
全
化
計
画
の
策
定
な
ど
が
義
務

付
け
ら
れ
、
さ
ら
に
財
政
再
生
基
準
値
を
超
え

た
場
合
に
は
、
財
政
再
生
計
画
の
策
定
な
ど
が

義
務
付
け
ら
れ
、
地
方
債
の
発
行
に
つ
い
て
も

制
限
さ
れ
る
な
ど
、
厳
し
い
財
政
運
営
を
迫
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
利
根
町
に
お
い
て
は
、
全
て
の
指
標
で
黒
字

も
し
く
は
早
期
健
全
化
基
準
以
下
の
値
と
な
っ

て
お
り
、
将
来
の
財
政
運
営
に
支
障
が
出
る
状

況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
も
行
財
政
改
革
を
推
進
し
、
財
政
の
健

全
化
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

●
実
質
赤
字
比
率

　
普
通
会
計
の
赤
字
額
の
標
準
財
政
規
模
（
町

税
と
普
通
交
付
税
な
ど
で
令
和
５
年
度
は
約

41
億
２
３
０
０
万
円
）
に
対
す
る
割
合
で
す
。

利
根
町
は
収
支
が
黒
字
の
た
め
数
値
が
示
さ
れ

ま
せ
ん
。

●
連
結
実
質
赤
字
比
率

　
公
営
事
業
会
計
を
含
め
た
町
全
て
の
会
計
の

赤
字
額
の
標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
割
合
で

す
。
利
根
町
は
全
て
の
会
計
で
収
支
が
黒
字
の

た
め
数
値
が
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
実
質
公
債
費
比
率

　
普
通
会
計
が
負
担
す
る
公
債
費
（
地
方
債
の

元
利
償
還
金
）
や
、
公
債
費
に
準
ず
る
も
の
を

含
め
た
実
質
的
な
公
債
費
相
当
額
の
標
準
財
政

規
模
に
対
す
る
割
合
で
す
。

●
将
来
負
担
比
率

　
普
通
会
計
が
将
来
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
地

方
債
の
残
高
や
、
公
営
企
業
債
に
対
す
る
繰
出

見
込
額
な
ど
実
質
的
な
負
債
の
標
準
財
政
規
模

に
対
す
る
割
合
で
す
。

　
利
根
町
で
は
、
地
方
債
現
在
高
や
公
債
費
に

準
ず
る
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
く
支
出
予
定
額

な
ど
の
将
来
負
担
額
よ
り
、
こ
の
将
来
負
担
す

る
実
質
的
な
負
債
の
返
済
に
充
て
る
こ
と
が
で

き
る
基
金
現
在
高
や
地
方
債
現
在
高
な
ど
に
係

る
交
付
税
措
置
見
込
額
な
ど
の
充
当
可
能
財
源

が
上
回
っ
た
た
め
比
率
が
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
資
金
不
足
比
率

　
公
営
企
業
会
計
ご
と
の
赤
字
額
（
資
金
不
足

額
）
の
事
業
規
模
に
対
す
る
割
合
で
す
。
経
営

健
全
化
基
準
を
超
え
る
と
経
営
健
全
化
計
画
に

取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
利
根
町
で
は
、
公
営
企
業
会
計
は
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
が
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
収

支
が
黒
字
の
た
め
数
値
は
示
さ
れ
ま
せ
ん
。

均
値
で
す
。
こ
の
数
値
が
１・
０
を
超
え
る
と

普
通
交
付
税
が
交
付
さ
れ
な
い
不
交
付
団
体
と

な
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
財
政
力
指
数
が
高
い
ほ
ど
普
通
交

付
税
算
定
上
の
留
保
財
源
が
多
い
こ
と
に
な

り
、
財
源
に
余
裕
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　
基
本
的
に
は
基
準
財
政
需
要
額
と
基
準
財
政

収
入
額
の
差
が
普
通
交
付
税
の
算
定
額
と
な
り

ま
す
。
令
和
５
年
度
の
数
値
は
前
年
度
と
比
較

し
て
０・０
2
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
、
依
然
と
し
て

財
政
基
盤
が
弱
い
状
態
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。

財政力指数
の推移

経常収支比
率の推移

令 和 元 年 度 0.43 93.8％

令 和 ２ 年 度 0.43 88.5％

令 和 ３ 年 度 0.41 84.4％

令 和 4 年 度 0.40 90.1％

令 和 5 年 度 0.38 90.6％

指標 利根町の数値
基準

早期健全化 財政再生

財
政
健
全
化

判
断
比
率

実 質 赤 字 比 率 （黒字） 15.00％ 20.00％
連 結 実 質 赤 字 比 率 （黒字） 20.00％ 30.00％
実 質 公 債 費 比 率 1.2％ 25.0％ 35.0％
将 来 負 担 比 率 ー 350.0％

資金不足比率 
公共下水道事業特別会計 

（事業規模約 1 億 7,166 万円）
（黒字） 経営健全化基準

20.00％

▶問い合わせ
　財政課　財政係　☎６８－２２１１（内線３５３）

普通会計
一般会計、霊園事業特別会計

利
根
町

公営事業会計
国民健康保険特別会計、介護保険特別
会計、介護サービス事業特別会計、後
期高齢者医療特別会計
うち公営企業会計
公共下水道事業特別会計

（法非適用）
一部事務組合・広域連合
稲敷地方広域市町村圏事務組合、龍ケ崎地
方塵芥処理組合、龍ケ崎地方衛生組合、茨
城県市町村総合事務組合、茨城租税債権管
理機構、茨城県後期高齢者医療広域連合、
茨城県南水道企業団
地方公社・第三セクター　など
茨城県信用保証協会

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

将
来
負
担
比
率資

金
不
足
比
率
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